
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆激増する熱中症死傷者数 

厚生労働省の発表により、昨年に職場で熱中症に

かかった人のうち、死者が 28人、労災の報告義務が

ある４日以上の休業者が 1,150 人にのぼったことが

判明しました。記録的な猛暑を背景に、いずれも前

年から倍増しており、４日以上の休業者が 1,000 人

を超えるのは、恐らく過去最悪の数字だということ

です。 

 

◆屋内作業でも要注意！かかりやすいのはどんなと

き？ 

業種別では、従来から発生数の多かった建設業の

ほか、屋内作業が比較的多い製造業や運送業も前年

からほぼ倍増しています。熱中症が発生しやすいの

は、気温が高い日だけでなく、梅雨の中休みや梅雨

明け時など急に暑くなったとき、熱帯夜が続いたと

き、照り返しが強い場所などです。それほど気温が

高くなくても湿度が高い場合は発生しやすくなりま

す。 

 

◆熱中症の諸症状 

初期症状では、めまいや立ちくらみ、また、一時

的に意識が遠のく、腹痛を感じる場合もあります。

この状態で、意識がハッキリしているようであれ

ば、すぐに涼しいところで休ませ、衣服を緩めて風

通しをよくし、体を冷やして適切に水分補給すれ

ば、多くの場合は改善します。しばらく様子を見て

も症状が改善しない、まっすぐ歩けない、自力で水

分補給できない場合には、すぐに医療機関を受診し

ましょう。また、意識がない場合には救急車を呼び

ましょう。重症が疑われる場合は、病院へ運ぶまで

一人きりにしないことも重要です。 

 

◆職場でおこなうべき熱中症への予防策 

厚生労働省では、「STOP！熱中症クールワークキ

ャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防のため

の重点的な取組みを進めています。まずは、暑さ指

数計の準備、熱中症予防管理者の選任、適切な作業

計画の策定、緊急時措置の確認、教育研修を行うな

ど、管理体制の整備が必要です。その後、以下のよ

うな対策をしていきましょう。 

①暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の把握、②休憩場所の

整備、③涼しい服装の推奨、④作業時間の短縮（暑

さ指数に応じて休憩）、⑤熱への順化（暑さに徐々

に身体を慣らす）、⑥水分・塩分の摂取 （定期的な

水分・塩分摂取）、⑦健康診断結果に基づく措置

（リスクの高い疾患がある従業員には人員配置の際

に医師の意見を聞く）、⑧日常の健康管理、⑨労働

者の健康状態の確認、⑩熱中症予防管理者による巡

視 

【厚生労働省「令和元年 「 STOP！熱中症 クールワ

ーク キャンペーン 」 実施要綱」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/0005102

55.pdf 

 

 
 
◆３年間で 30万人を正規雇用に 

職場における熱中症対策 
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政府は、６月下旬に閣議決定される「経済財政運営

と改革の基本方針（骨太の方針）」の原案に、30代半

ばから 40 代半ばの就職氷河期世代を対象とした支援

プログラムを設け、今後３年間で正規雇用者を 30 万

人増やす数値目標を掲げることを盛り込みました。 

支援プログラムは、バブル崩壊後の 1993～2004 年

頃に大学や高校を卒業したいわゆる就職氷河期世代

の非正規雇用者（少なくとも 50 万人）や、ひきこもり

状態にある人を含めた約 100 万人を対象とし、これら

の人たちの実態やニーズを明らかにし、必要な人に支

援が届く体制を構築することを目指すとしています。 

 

◆具体的な施策は？ 

 骨太の方針の原案に盛り込まれた支援プログラム

の具体的な施策としては、厚労省が５月にまとめた

「就職氷河期世代活躍支援プラン」に、以下のような

項目が掲げられています。 

・人材紹介会社が教育訓練や職場実習等を行い、正規

雇用につなげる事業の創設 

・ハローワークに専門窓口を設置し、担当者によるチ

ーム支援を実施 

・建設業や運輸業等の業界団体を通じて短期間で資格

等が習得できる訓練コースを創設 

・「特定求職者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）」

の活用促進 

 

◆地域ごとのプラットフォームの形成・活用 

同プランでは、就職氷河期世代等の対象者の就職・

社会参加を実現するために、自立相談支援機関や地域

若者サポートステーション、ハローワーク、経済団体、

ひきこもり家族会等が市町村レベルのプラットフォ

ームを整備していき、支援の輪を広げていくとしてい

ます。また、関係省庁・経済団体との連携、地域ごと

のプラットフォームの活用等のあらゆるルートに通

じた戦略的な広報を展開していくとしています。 

 

◆社会保険適用拡大も？ 

 さらに、関連施策として、次期年金制度改正に向け

て短時間労働者等へのさらなる適用拡大が検討され

ています。就職氷河期世代やひきこもり状態にある人

の就労支援や職業的自立の促進等につながるため改

正が期待されます。 

【内閣府「就職氷河期世代支援プログラム関連参考資

料（内閣府）」】 

https://www5.cao.go.jp/keizai-

shimon/kaigi/minutes/2019r/0611/shiryo_01.pdf 

【厚生労働省「就職氷河期世代確約支援プラン」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/0005135

29.pdf 

 

 
   

10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年

金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安

定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞

［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

 

16 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の

現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業

安定所］ 

   

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休

業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

～当事務所よりひと言～ 
  最近は曇りか雨の湿っぽい天候で、おひさまの姿

が恋しくなります。コラムにもありますが熱中症は

梅雨の中休みや梅雨明け時など、急に暑くなったと

きにも発生しやすくなります。皆様の職場でも万全

の熱中症対策をお願い致します。 

7 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513529.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513529.pdf

